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徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

株
式
会
社
心
癒

阿
波
市
阿
波
町
小
倉
四
二
五
―

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
サ
ー

阿
波
市
阿
波
町
小
倉
四
二
五
―

訪
問
介
護

令
和
元
年
十
月

令
和
元
年
十
月

一
番
地

ビ
ス
絆

一
番
地

一
日

三
十
日

株
式
会
社
な
か
た

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁
目
七
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
か
た

板
野
郡
藍
住
町
笠
木
字
中
野
七

通
所
介
護

同

九
月

同

番
地
の
一
九

あ
い
ず
み

二
番
地
一

二
十
五
日

三
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

次
の
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
に
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

徳
島
市
多
家
良
町
中
津
峰
一
の
一
七
三

二

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
指
定
の
目
的

干
害
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森

林
整
備
課
及
び
徳
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）







徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

主
た
る
事
務
所
の

阿
南
市
那
賀
川
町
中
島
一
七
三

阿
南
市
那
賀
川
町
中
島
四
七
四

平

成

三

十

一

年

島

田

正

人

後

援

会

島

田

正

人

所
在
地

番
地
一

番
地

一

月

十

日

主
た
る
事
務
所
の

三
好
市
池
田
町
ヤ
マ
ダ
六
五
一

三
好
市
池
田
町
ヤ
マ
ダ
四
三
九

令

和

元

年

天

羽

強

後

援

会

三

宅

政

夫

所
在
地

番
地
八

－

四

九

月

二

十

四

日

主
た
る
事
務
所
の

三
好
市
池
田
町
ヤ
マ
ダ
六
五
一

三
好
市
池
田
町
ヤ
マ
ダ
四
三
九

令

和

元

年

羽
ば
た
け
三
好
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

天

羽

強

所
在
地

番
地
八

－

四

九

月

二

十

四

日

会
計
責
任
者
の

令

和

元

年

笠

井

一

司

後

援

会

笠

井

一

司

笠

井

一

司

江

本

豊

氏
名

九

月

三

十

日

令

和

元

年

岡

佑

樹

後

援

会

佐

野

雅

彦

代
表
者
の
氏
名

佐

野

雅

彦

松

村

芳

紀

十

月

十

一

日

会
計
責
任
者
の

令

和

元

年

小

野

功

晴

後

援

会

小

野

功

晴

小

野

功

晴

小

野

秀

子

氏
名

十

月

十

五

日

主
た
る
事
務
所
の

三
好
郡
東
み
よ
し
町
中
庄
一
五

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
一
五

令

和

元

年

松

浦

あ

き
ひ

と

後

援

会

松

浦

明

人

所
在
地

四
六－

一

〇
一

十

月

十

五

日





徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

川

真

田

哲

哉

後

援

会

川

真

田

高

太

郎

令

和

元

年

十

月

一

日

江

沢

信

明

後

援

会

湯

佐

力

令

和

元

年

十

月

八

日

矢

部

幸

一

後

援

会

矢

部

幸

一

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

藤

川

豊

治

後

援

会

東

元

稔

令

和

元

年

十

月

一

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者

資

金

管

理

団

体

（
代
表
者
）
の
氏
名

指
定
年
月
日

氏

名

公
職
の
種
類

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

令

和

元

年

岩

浅

嘉

仁

阿

南

市

長

令
和
地
域
創
生
フ
ォ
ー
ラ
ム

阿
南
市
日
開
野
町
西
居
内
四
二
六－

二

岩

浅

嘉

仁

九

月

二

十

四

日

徳

島

県

令

和

元

年

吉

田

益

子

吉

田

ま

す

子

後

援

会

吉
野
川
市
山
川
町
前
川
一
二
〇－

四

吉

田

益

子

議

会

議

員

十

月

四

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

資
金
管
理
団
体
の
届
出

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

を

し

た

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

三
好
市
池
田
町
ヤ
マ
ダ
六
五
一

三
好
市
池
田
町
ヤ
マ
ダ
四
三
九

令

和

元

年

天

羽

強

羽
ば
た
け
三
好
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

所
の
所
在
地

番
地
八

番
地
四

九

月

二

十

四

日


